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袖ケ浦市介護保険運営協議会（平成３０年度第１回）議事録 

 

１ 開催日時  平成３０年４月２６日（木） 午後３時００分開会 

２ 開催場所  市役所旧館３階大会議室 

３ 出席委員 

会 長 立川 久雄 委 員 竹元 悦子 

委 員 髙石 静江 委 員 室橋  敬 

委 員 宮崎 和明 委 員 加曽利 正宏 

委 員 高安 修藏 委 員 浅井 美喜 

委 員 安藤 洋子 委 員 小倉 明美 

委 員 鍋川 早苗   

 （欠席委員） 

副会長 在原 昌秀 委 員 山中 太郎 

委 員 犬丸 達也 委 員 石塚 浩一 

４ 出席職員 

福祉部長 根本 博之 
介護保険課 
管理班副主査 

四宮里江子 

介護保険課長 石井 正則 高齢者支援課長 川口 秀 

介護保険課 
認定・給付班長 

森本 芳弘 
高齢者支援課 
上席保健師 

（地域包括支援班長兼務） 
一色 弥生 

介護保険課 
管理班長 

吉田 彰 
高齢者支援課 
地域包括支援班主査 

鶴岡 公徳 

介護保険課 
管理班主査 

北島 規与泰   

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 傍聴人数 ０人 

６ 次第 

(1) 議題 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービス事業者の指定

更新について 

イ 平成３０年度地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看

護）の公募について 

ウ 袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

エ その他  
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７ 議 事 

事務局 出席の報告をいただいております委員の皆様、全員お揃いですので、始めさ

せていただきます。 

ただいまの出席委員は、１１名でございます。 

従いまして、袖ケ浦市介護保険運営協議会規則第４条第２項の規定による定

足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

これより、平成３０年度第１回袖ケ浦市介護保険運営協議会を始めさせてい

ただきます。 

本日、在原委員、犬丸委員、山中委員、石塚委員が所用のため欠席との報告

をいただいております。 

次第により会議を進めてまいります。 

立川会長、ご挨拶よろしくお願い申し上げます。 

立川会長 あいさつ（略） 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。 

議事の進行につきましては、袖ケ浦市介護保険運営協議会規則第４条の規定

によりまして、会長が行うこととなっておりますので、立川会長にお願いした

いと思います。 

それでは、立川会長よろしくお願いいたします。 

立川会長 それでは、まず議事に入る前に、会議の公開及び傍聴について事務局から説

明をお願いします。 

事務局 本日の会議は公開でございます。なお、会議録につきましては、ホームペー

ジ及び市政情報室で公開してまいりますのでご了解ください。委員の皆様には、

後日、議事録を送付させていただきます。以上でございます。 

立川会長 皆様、会議の公開等については、よろしいでしょうか。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

本日の議題は、その他を含め４件でございます。 

会議次第をご覧ください。 

議題１は、「介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービス事

業者の指定更新について」の報告を受け、ご意見をいただくものです。 

議題２は、「平成３０年度地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型

訪問介護看護）の公募について」の説明を受け、ご意見をいただくものです。 

議題３は、「袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について」の説明を受け、ご意見をいただくものです。 

議題４は、「その他」といたしまして、委員の方々からのご意見を伺うもので
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ございます。 

では、議題ごとに事務局の説明後、質疑をお受けすることとします。 

まず、議題１「介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービ

ス事業者の指定更新について」、事務局の報告を求めます。 

事務局 【議題１に関する報告】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

 質疑なし 

立川会長 ないようですので次に移らさせてもらいます。 

次に、議題２「平成３０年度地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対

応型訪問介護看護）の公募について」、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議題２に関する説明】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

高安委員  市独自の補助金を交付しないとのことであるが、どのような理由なのか 

事務局 千葉県の「介護施設等整備事業交付金」を財源として事業者に補助金を交付

するため、市独自の補助金については交付しないものです。 

高安委員 ある程度補助金を出さないと、施設を整備するのは難しいと思います。 

事務局 市全体として補助金を削減する方向で進めているなかで、本件についても補

助金を上乗せすることが難しい状況となっています。 

つきましては、事業者に対しましては、補助金以外の事で事業の定着に向け

た支援を行ってまいりたいと考えております。 

高安委員 やはり、金銭的な支援を行わないと施設整備は出来ないと思います。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、夜勤もあり経費がかかると

いった話を聞いたことがあります。 

市は、介護や福祉に金銭的な支援をする発想が無いのでしょうか。 

事務局 市全体の財政の状況としましては、必ずしも福祉施策に予算がついていない

といった状況はございません。全体として、福祉の各分野に予算が付いており、

ここ１０年で市の予算の割合では、福祉が突出してと言っていい位に増えてい

る状況であります。 

本事業におきましては、まず県の補助金がありますのでこれを活用し、今回

の公募にあたっては、広く周知徹底的を図ってまいります。 

立川会長 他に何かございませんか。 

ないようですので次に移らさせてもらいます。 

次に、議題３「袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一
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部を改正する条例について」、事務局の説明を求めます。 

事務局 【議題３に関する説明】 

立川会長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

質疑ではなく、ご意見でも結構ですので、ありましたらお願いします。 

 質疑なし 

立川会長 ないようですので、次に移らせていただきます。 

最後に、議題４「その他」ですが、委員の皆様から何かございますか。 

高安委員  前回お話しをさせていただきました、総合事業Ｂの件ですけど、総合事業に

よるまちづくりは、介護保険課、高齢者支援課だけでは出来ないので、福祉部

全体が連携してこの問題に対処していただきたいとお願いしました。 

福祉部長が変わり、引継ぎをされたと思いますが、拠点づくりもその方向で

動いてもよろしいと考えておられますか。 

事務局 総合事業の話は伺っていますが、総合事業のサービスＢにつきましては、支

えるべきサービスの体制をまずは構築しなければならないと考えています。 

今の段階では、なかなか進んでいませんが、そのために、まずは人づくりが

大切であって、これから社会福祉協議会などを通じて、地域ごとに体制を整え

ていければと思っております。 

福祉部全体では、まずそういった体制をつくることと考えておりますので、

ご意見などをいただければと思います。 

高安委員  これを進めるにあたって、介護保険課と高齢者支援課だけでは出来ないから、

福祉部全体で進めて行くといったことが、大枠で決まったと理解してよろしい

のでしょうか。 

事務局 福祉部として、ネットワークを作りながら、協働体制を作りながら進めてま

いります。そういった意味でも色々な会議体や協議体を通じて努力していると

ころでございます。 

高安委員  介護保険課と高齢者支援課だけで無理なので、福祉部全体が連携しあうとこ

ろは連携してやらなければ出来ないということを承知しているのかを伺ってい

るのです。 

事務局 福祉につきましては、貧困、保育、高齢者と様々な問題がございますが、そ

れらについて、色々と重なっている部分もあります。色々な所で協議体といっ

た形を作りながら、ネットワークを通じてお互いに協力しながら取り組んでい

るところでございます。 

高安委員  縦割りで協議会を作っても出来ないと思います。  

事務局 身近な交流の場づくりとして、地域福祉課でもそういった事業を行っていま

す。地区社協を中心にサロンをやっていますが、そこで子育ての方や障害者の

方が集えるような形を各地区で行えるようにしていければと思っており、こう

いった事を福祉部を上げて取り組んでいければと考えています。 
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総合事業Ｂというのは、身近な場作りといったことだけではなく、様々なサ

ービスを提供するといった事がありますので、サロンについては連携して取り

組んでいきたいと思っております。 

高安委員  高齢者支援課で考えているサロンと、地域福祉課で考えている地域の拠点づ

くりは、重なるわけなので協力しあいながら進めていただきたいです。 

総合事業Ｂというのは、日本全国で取り組んでいて失敗している事例が沢山

あるようです。厚生労働省は、各自治体の状況に応じて取り組むようにと言っ

ているので、袖ケ浦市の特性に応じて無理のないように少しずつ進めていただ

ければと思います。その体制として、福祉部全体として取り組むといった意識

づけを作っていただきたいのです。 

事務局 ご意見をいただいた件につきましては、福祉部の中で話し合いながら進めて

行きたいと思います。 

立川会長 その他に何かございませんか。 

ないようですので、事務局より何か報告等ございますか。 

事務局 【次回の開催日程等について報告】 

立川会長 ただいまの報告に対し、質問はございませんか。 

  質問なし 

立川会長 それでは、本日予定していた議案の審議は、全て終了いたしました。以上で、

議長の任を解かせていただきます。議事進行にご協力をいただき、ありがとう

ございました。 

事務局 立川会長、ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、本日の議題は、全て終了いたしましたので、

平成３０年度第１回袖ケ浦市介護保険運営協議会を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 



平成３０年度第１回 袖ケ浦市介護保険運営協議会 

 

            日 時 平成３０年４月２６日（木） 

午後３時００分 

            場 所 市役所旧館３階大会議室 

 

次 第 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議題 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービス事業者の指定更

新について 

【サービス事業者の指定更新について報告し、ご意見をいただくものです。】 

 

（２）平成３０年度地域密着型サービス事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

の公募について 

【公募に関する募集要項等について説明し、ご意見をいただくものです。】 

 

（３）袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型

介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について 

【条例の改正内容を説明し、ご意見をいただくものです。】 

 

（４）その他 

 

４ 閉 会 



議題（１）　介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービス事業者の指定更新について

袖ケ浦市総合事業第１号訪問事業みなし指定更新事業者リスト

通番 指定申請日 事業者の名称 事業者の所在地 代表者の役職 代表者の氏名 事業所番号 事業所の名称 事業所所在地 指定更新日 指定有効期限

1 平成30年1月15日 社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会 千葉県袖ケ浦市飯富１６０４ 会長 飯野　芳郎 1273400067 社会福祉法人袖ケ浦市市社会福祉協議会 千葉県袖ケ浦市飯富１６０４ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

2 平成30年1月18日 社会福祉法人さつき会 千葉県袖ケ浦市神納４１８１－２０ 理事長 矢田　洋三 1273400091 さつき会ヘルパーステーションカトレアンホーム事業所 千葉県袖ケ浦市蔵波２７１３－１ 平成30年4月1日 平成32年3月31日

3 平成30年1月31日 株式会社ヤックスケアサービス 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 代表取締役 根本　幸男 1273400331 ヤックスヘルパーステーション袖ケ浦 千葉県袖ケ浦市蔵波台５－１９－３ 平成30年4月1日 平成34年2月28日

4 平成30年1月21日 有限会社ライフサポート彩輝 千葉県袖ケ浦市のぞみ野２７－１１ 代表取締役 安藤　慶子 1273400380 ライフサポート彩輝 千葉県袖ケ浦市大曽根２－１ 平成30年4月1日 平成35年2月28日

5 平成30年2月16日 有限会社憩 千葉県袖ケ浦市横田１７０９－２ 代表取締役 若林　和秀 1273400505 ケア・サービス憩 千葉県袖ケ浦市横田１７０９－２ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

6 平成30年1月31日 セントケア千葉株式会社 千葉県千葉市中央区新町１－１７ 代表取締役社長 成田　正幸 1273400539 セントケア袖ヶ浦 千葉県袖ケ浦市横田２１８９－１ 平成30年4月1日 平成31年3月31日

7 平成30年1月16日 株式会社ブレーンシステム 千葉県袖ケ浦市勝２１７－１ 代表取締役 堀　勝二 1273400570 げんき介護相談所 千葉県袖ケ浦市勝２１７－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

8 平成30年1月31日 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 千葉県千葉市中央区神明町２０４－１２ 理事長 植野　圭哉 1270102484 らいおん介護事業所 千葉県千葉市中央区神明町６－２　小川ビル 平成30年4月1日 平成36年3月31日

9 平成30年1月26日 社会福祉法人長須賀保育園 千葉県木更津市長須賀１３０９ 理事長 堀口　文男 1271100073 グリーンパレス訪問介護事業所 千葉県木更津市長須賀１３２９ 平成30年4月1日 平成32年3月31日

10 平成30年1月31日 社会福祉法人かずさ萬燈会 千葉県木更津市井尻９５１ 理事長 渡邉　元貴 1271100263 中郷記念館ホームヘルパー 千葉県木更津市井尻９５１ 平成30年4月1日 平成32年3月31日

11 平成30年1月23日 有限会社リ・ライフ 千葉県木更津市犬成９０６ 代表取締役 松山　昌史 1271100537 訪問介護ステーションたんぽぽ 千葉県木更津市祇園２－３０－２１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

12 平成30年1月30日 有限会社なごみ 千葉県木更津市東太田４－２－8 取締役 吉田　秀明 1271100578 訪問介護なごみ 千葉県木更津市東太田４－２－８ 平成30年4月1日 平成32年12月31日

13 平成30年1月31日 有限会社あまくさ 千葉県木更津市貝渕１－９－３ 取締役 遠藤　太一 1271100768 太陽介護センター 千葉県木更津市貝渕１－９－３ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

14 平成30年1月17日 有限会社日の出 千葉県木更津市請西３－１５－５－１０５ 代表取締役 太田　叶子 1271101105 訪問介護事業所朝陽 千葉県木更津市請西南２－１４－２－２０２ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

15 平成30年1月29日 株式会社サービスワン 千葉県市原市姉崎東３－３－７ 代表取締役 手代木　一儀 1271101295 木更津ムツミヘルパーステーション 千葉県木更津市太田４－１２－２１ 平成30年4月1日 平成31年10月31日

16 平成30年1月22日 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町１－４－１４ 代表取締役 森山　典明 1271101360 アースサポート木更津 千葉県木更津市木更津２－２－４１ 平成30年4月1日 平成35年11月30日

17 平成30年1月23日 ハートケア株式会社 千葉県木更津市中央２－１０－１４ 代表取締役 玉丸　森敏 1271101709 ハートケア訪問介護支援センター 千葉県木更津市清見台東１－２３－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

18 平成30年1月31日 ケアセンター絆株式会社 千葉県木更津市江川５３６－１ 代表取締役 簗田　惠子 1271101816 訪問介護ケアセンター絆 千葉県木更津市江川５３６－１ 平成30年4月1日 平成31年1月31日

19 平成30年1月25日 医療法人社団成亮会 千葉県木更津市東中央２－１－１１ 理事長 津田　浩史 1271101881 リビングサポート木更津訪問介護事業所 千葉県木更津市永井作２６３－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

20 平成30年1月29日 株式会社ケイ・ティ・サービス 千葉県市原市姉崎東２－２－６　ケイティビル１階 代表取締役 手代木　一儀 1272400142 KT姉崎ヘルパーステーション 千葉県市原市姉崎東２－２－６　ケイティビル８階 平成30年4月1日 平成32年3月31日

21 平成30年1月29日 株式会社サービスワン 千葉県市原市姉崎東３－３－７ 代表取締役 手代木　一儀 1272400829 ムツミヘルパーステーション 千葉県市原市姉崎東３－３－７ 平成30年4月1日 平成33年5月31日

22 平成30年1月26日 社会福祉法人生活クラブ 千葉県佐倉市山崎字石井戸５２９－１ 理事長 池田　徹 1272401066 生活クラブ風の村介護ステーション市原 千葉県市原市惣社１－１２－２８ 平成30年4月1日 平成34年3月31日

23 平成30年1月29日 株式会社サービスワン 千葉県市原市姉崎東３－３－７ 代表取締役 手代木　一儀 1272401561 市原ムツミヘルパーステーション 千葉県市原市牛久８８１－１ 平成30年4月1日 平成30年5月31日

24 平成30年1月22日 君津市農業協同組合 千葉県君津市塚原１８５ 代表理事組合長 齊藤　茂雄 1273000156 JAきみつ介護センター訪問介護事業所 千葉県君津市外箕輪４－３１－４５ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

25 平成30年1月30日 株式会社寄 千葉県君津市人見１４２２－１ 代表取締役 蜂巣　栄二 1273000776 ヘルパーステーションやどりぎ 千葉県君津市人見１４２２－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定サービス事業者の指定更新計６０件について、報告するものです。

議題（１）資料①



通番 指定申請日 事業者の名称 事業者の所在地 代表者の役職 代表者の氏名 事業所番号 事業所の名称 事業所所在地 指定更新日 指定有効期限

1 平成30年1月29日 社会福祉法人慈協会 千葉県袖ケ浦市久保田８５７－９ 理事長 遠山　洋一 1273400109 デイサービスセンターサニーヒル 千葉県袖ケ浦市久保田８５７－９ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

2 平成30年1月31日 社会福祉法人さつき会 千葉県袖ケ浦市神納４１８１－２０ 理事長 矢田　洋三 1273400125 袖ケ浦菜の花苑デイサービスセンター 千葉県袖ケ浦市神納４１８１－２０ 平成30年4月1日 平成32年3月31日

3 平成30年1月29日 社会福祉法人瑞光会 東京都江戸川区瑞江１－３－１２ 理事長 小川　實 1273400471 瑞穂デイサービスセンター 千葉県袖ケ浦市野里１４５２－４ 平成30年4月1日 平成36年2月28日

4 平成30年1月26日 社会福祉法人長須賀保育園 千葉県木更津市長須賀１３０９ 理事長 堀口　文男 1271100081 グリーンパレス通所介護事業所 千葉県木更津市長須賀１３０５－２ 平成30年4月1日 平成32年3月31日

5 平成30年1月31日 社会福祉法人慈心会 千葉県千葉市若葉区更科町２５３９－２ 理事長 本田　憲康 1271100214 社会福祉法人慈心会デイサービスセンター南清苑 千葉県木更津市中尾６２３－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

6 平成30年1月15日 社会福祉法人かずさ萬燈会 千葉県木更津市井尻９５１ 理事長 渡邉　元貴 1271100271 中郷記念館デイサービスセンター 千葉県木更津市井尻９５１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

7 平成30年1月5日 有限会社なのはなメイト 千葉県木更津市文京３－１－２ 代表取締役 三上　郁雄 1271100370 なのはなメイト 千葉県木更津市文京３－１－２ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

8 平成30年1月5日 株式会社みどりの風 千葉県木更津市笹子５５３ 代表取締役 武井　千尋 1271100560 みどりの風デイサービス 千葉県木更津市笹子５５３ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

9 平成30年1月23日 有限会社リ・ライフ 千葉県木更津市犬成９０６ 代表取締役 松山　昌史 1271100628 デイサービスたんぽぽ 千葉県木更津市犬成９０６ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

10 平成30年1月26日 社会福祉法人長須賀保育園 千葉県木更津市長須賀１３０９ 理事長 堀口　文男 1271101253 第二グリーンパレス通所介護事業所 千葉県木更津市長須賀１３２９ 平成30年4月1日 平成31年8月31日

11 平成30年1月25日 有限会社介護工房陽だまり 千葉県木更津市請西東１－３－１ 代表取締役 鈴木　徹 1271101352 デイサービスくるる 千葉県木更津市請西６８２－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

12 平成30年1月30日 すまいるリハビリサービス株式会社 千葉県木更津市真舟５－２－３ 代表取締役 髙橋　宏彰 1271101501 リハビリデイサービスすまいる 千葉県木更津市真舟５－２－３ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

13 平成30年1月31日 医療法人社団史祥会 千葉県木更津市ほたる野３－２４－１９ 理事長 岩塚　祥穗 1271101907 医療法人社団史祥会房総メディカル第2クリニックデイサービスセンター 千葉県木更津市吾妻２４３－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

14 平成30年1月31日 社会福祉法人千寿会 千葉県市原市天羽田１５００－３ 理事長 周郷　哲 1272400175 デイサービスセンターゆうしゅう園 千葉県市原市天羽田１５００－３ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

15 平成30年1月18日 社会福祉法人清心会 千葉県市原市柏原２７１－１ 理事長 黒須　正明 1272400373 日夕苑デイサービスセンター 千葉県市原市柏原２７１－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

16 平成29年12月15日 社会福祉法人加茂つくし会 千葉県市原市駒込１９６－１ 理事長 杉田　一夫 1272400563 デイサービスセンター高滝神明の里 千葉県市原市駒込１９６－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

17 平成30年1月23日 医療法人社団寿会 埼玉県本庄市１２１６－１ 理事長 吉澤　昌宏 1272401082 あいかわデイサービスセンター 千葉県市原市原田２６１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

18 平成30年1月31日 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 東京都港区北青山２－７－１３ 代表取締役 中川　清彦 1272401702 市原ケアセンターそよ風 千葉県市原市喜多７５９－１０ 平成30年4月1日 平成30年11月30日

19 平成30年1月31日 株式会社ヤックスケアサービス 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５ 代表取締役 根本　幸男 1272402205 ヤックスデイサービスセンター姉崎 千葉県市原市姉崎２１０１　ヤックスドラッグ姉崎店内 平成30年4月1日 平成33年5月31日

20 平成30年1月31日 株式会社ちいきのわ 千葉県市原市桜台２－７－１４ 代表取締役 白濵　繁生 1272403112 ケアステーションちいきのわ 千葉県市原市椎津２６４４－１ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

袖ケ浦市総合事業第１号通所事業みなし指定更新事業者リスト 議題（１）資料②



通番 指定申請日 事業者の名称 事業者の所在地 代表者の役職 代表者の氏名 事業所番号 事業所の名称 事業所所在地 指定更新日 指定有効期限

1 平成30年1月31日 社会福祉法人かずさ萬燈会 千葉県木更津市井尻９５１ 理事長 渡邉　元貴 1273400356 ちいたの福王台 千葉県袖ケ浦市坂戸市場６６－１ 平成30年4月1日 平成34年3月31日

2 平成30年1月31日 社会福祉法人かずさ萬燈会 千葉県木更津市井尻９５１ 理事長 渡邉　元貴 1273400463 ちいたの平川 千葉県袖ケ浦市百目木１５７－１ 平成30年4月1日 平成35年11月30日

3 平成30年1月19日 ケアエナジー株式会社 千葉県袖ケ浦市蔵波１９１７ 代表取締役 堀越　純一 1273400513 ケアエナジー通所介護センター 千葉県袖ケ浦市久保田２３７９－３ 平成30年4月1日 平成30年7月31日

4 平成30年1月12日 株式会社みどりの風 千葉県木更津市笹子５５３ 代表取締役 武井　千尋 1273400554 みどりの風袖ヶ浦デイサービス 千葉県袖ケ浦市下泉１４２５ 平成30年4月1日 平成31年4月30日

5 平成30年1月21日 有限会社ライフサポート彩輝 千葉県袖ケ浦市のぞみ野２７－１１ 代表取締役 安藤　慶子 1273400620 通所介護ベストケア 千葉県袖ケ浦市大曽根２－１ 平成30年4月1日 平成33年12月31日

6 平成30年1月26日 株式会社陽氣 千葉県袖ケ浦市蔵波２４５ 代表取締役 今井　誠一 1273400638 デイサービス陽氣ぐらし 千葉県袖ケ浦市久保田１８７２－５ 平成30年4月1日 平成34年3月31日

7 平成30年1月26日 特定非営利活動法人デイサービスホームほがらか 千葉県柏市藤心２－１５－１３ 理事長 橋　洋子 1273400646 百笑 千葉県袖ケ浦市高谷１３６５ 平成30年4月1日 平成34年9月30日

8 平成30年1月30日 社会福祉法人みどりの風 千葉県袖ケ浦市下泉１４２４－３ 理事長 武井　千尋 1273400679 デイサービスみどりの丘 千葉県袖ケ浦市下泉１４２４－３ 平成30年4月1日 平成30年4月30日

9 平成30年2月1日 株式会社美咲コーポレーション 千葉県袖ケ浦市蔵波２５８９ 代表取締役 末吉　昭子 1273400703 デイサービスセンターすずらん 千葉県袖ケ浦市蔵波２５８９ 平成30年4月1日 平成30年6月30日

10 平成30年1月31日 社会福祉法人かずさ萬燈会 千葉県木更津市井尻９５１ 理事長 渡邉　元貴 1273400711 本家ちいたの 千葉県袖ケ浦市福王台１－２－２ 平成30年4月1日 平成30年10月31日

11 平成30年1月31日 特定非営利活動法人障害児教育・福祉資料センター 千葉県袖ケ浦市代宿３０９－２ 代表理事 大井　ギン子 1273400802 通所介護のんき 千葉県袖ケ浦市代宿３０３ 平成30年4月1日 平成32年9月30日

12 平成30年1月31日 有限会社あまくさ 千葉県木更津市貝渕１－９－３ 取締役 遠藤　太一 1271101006 太陽デイサービス燦燦 千葉県木更津市貝渕１－９－３ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

13 平成30年1月30日 株式会社ケアサービス笑和の郷 千葉県木更津市矢那３６３０－１ 代表取締役 碓井　文敏 1271102145 デイサービス笑和の郷 千葉県木更津市矢那３６３０－１ 平成30年4月1日 平成32年7月31日

14 平成30年1月30日 すまいるリハビリサービス株式会社 千葉県木更津市真舟５－２－３ 代表取締役 髙橋　宏彰 1272402965 リハビリデイサービスすまいる・姉ヶ崎 千葉県市原市椎津１０３５－１０ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

15 平成30年1月16日 サンエム機材株式会社 千葉県市原市能満９８２ 代表取締役 小出　昭一 1272403088 デイサービスなごみの家 千葉県市原市光風台５－２１２ 平成30年4月1日 平成36年3月31日

袖ケ浦市総合事業第１号通所事業みなし指定更新事業者リスト（地域密着分） 議題（１）資料③



議題（２）平成３０年度地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪

問介護看護）の公募について 

 

本件につきましては、袖ケ浦市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画に

基づき、平成２８年度に公募を実施しましたが、応募事業者が無かったことに

より、当該介護サービス事業を整備することが出来ませんでした。 

また、平成２９年度には非公募での整備を進めましたが、実施を予定してい

た事業者において看護職員を確保することができず、年度内の整備が困難とな

り断念の申し出があったため、当該介護サービス事業を整備することが出来ま

せんでした。 

そこで、引き続き整備を進めるため、平成３０年度を計画の初年度とする袖

ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画に位置づけ、平成３０年度に

おいて、改めて公募を行うことについて報告するものであります。 

 

１ 公募の趣旨 

  本公募につきましては、「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第7期介護保険計画」

に基づく介護サービスに係る地域密着型サービス事業の適正な整備・充実を

図るために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の拠点を整備・運営する事

業者を選定するために実施するものです。 

 

２ これまでの状況 

 平成２８年度  公 募：応募事業者なし 

  平成２９年度  非公募：予定していた事業者の辞退 

 

３ 事業の内容 

開設年度    平成３０年度 

整備数     １事業所 

日常生活圏域  市内全域 

 

４ 募集スケジュール（調整中） 

募集要項配布期間     平成３０年 月 日～ 月 日 

質問受付期間       平成３０年 月 日～ 月 日 

事前協議申出書受付期間  平成３０年 月 日～ 月 日 

応募書類受付期間     平成３０年 月 日～ 月 日 

 

※公募内容は、次ページ以降の「袖ケ浦市地域密着型サービス事業者募集要項

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業）」をご参照ください。 

 

議題（２）資料 



 



 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

袖ケ浦市地域密着型サービス事業者募集要項 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 月 

 

 

 

袖ケ浦市 福祉部 介護保険課 
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１ 公募の趣旨 

本市では、「袖ケ浦市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」に基づき、介護保険サービ

スに係る基盤整備を進めています。 

本公募につきましては、この計画に基づく介護サービスに係る地域密着型サービス事業の適

正な整備・充実を図るために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の拠点を整備・運営する事

業者を選定するために実施するものです。 

 

２ 公募する地域密着型サービス事業の内容 

年度 地域密着型サービスの種類 整備数 日常生活圏域 

平成 30 年度 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所 市内全域 

※ 一体型、連携型とも応募可能で、選定に当たっては一体型、連携型のどちらかを加点する

ということはありません。 

※ 日常生活圏域については、本要項の別表（14 ページ）を参照してください。 

※ サービス提供地域へ、昼夜を問わず、概ね３０分以内に訪問できる立地であることが望ま

しいです。 

 

３ 応募事業者の資格 

応募事業者は、次の資格要件を全て満たすことが必要となります。 

① 法人格を有し、現に介護保険サービス事業を運営している事業者であること。 

② 介護保険法第78条の2第4項各号（指定地域密着型サービス事業者の指定に係る欠格事項）

規定に該当しないこと。 

③ 法人と代表者が、袖ケ浦市税を滞納していないこと。 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てをしていない者であること。 

⑤ 法人の役員（就任予定者含む）等が、袖ケ浦市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 1号）第

2条第 3号に規定する暴力団員等でないこと。 

⑥ 介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の様々なニーズにきめ細かく応えることができる

能力、資金及び意欲を有しており、長期的に安定した運営ができること。 
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⑦ 応募事業者（運営法人）自らが開設し、指定を受けるものであること。 

⑧ その他、関係省令・解釈通知などの内容を十分に理解・確認のうえ、申請を行うこと。 

 

４ 応募条件 

(1) 事業所の確保 

関係法令の基準を満たすものであれば、新築、改築の別は問いません。また、施設の所有

権は法人にあることを原則としますが、安定的に事業の用に供することができると認められ

る場合には、相当期間の賃貸借によることも可能とします。 

 (2) 法令等の順守 

① 袖ケ浦市が定める下記の基準を満たしていること。 

・袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成 25年条例第 5号） 

・袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例施行規則（平成 25年規則第 3号） 

・袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の

指定に関する基準を定める条例（平成 25年条例第 7号） 

  ② 都市計画法、建築基準法、消防法その他の関連する法令等の基準を満たしていること。 

  ③ その他、関係法令、袖ケ浦市の関係条例等を順守すること。 

(3) 事業の開始 

平成 31 年 3 月 31 日までに本市の指定を受け、事業を開始できること。 
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５ 募集及び選定スケジュール 

今後のスケジュールについては、次のとおりです。 

都合により日程等の変更が生じる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

募集要項配布期間 
平成 30 年 月 日（ ）～ 

平成 30 年 月 日（ ） 

質問の受付期間 
平成 30 年 月 日（ ）～ 

平成 年 月 日（ ） 

事前協議申出書受付期間 
平成 30 年 月 日（ ）～ 

平成 年 月 日（ ） 

応募書類受付期間 
平成 30 年 月 日（月）～ 

平成 年 月 日（ ） 

書類審査 ～平成 30 年 月 日（ ） 

介護保険運営協議会（地域密着型サービス運営委員

会）におけるプレゼンテーション及びヒアリング 
平成 30 年 月 日（ ） 

事業者の決定 平成 30 年 月   

開設３ケ月前 事業所指定に関する事前相談 

開設２ケ月前 事業所指定申請（介護保険法） 

開設１ケ月前 

介護保険運営協議会（地域密着型サー

ビス運営委員会）の開催 

事業所指定 

※ 受付時間は、午前 9時から午後 4時までとなります。 

※ 事業所の指定にあたっては、介護保険運営協議会（地域密着型サービス運営委員会）によ

る審査が必要となります。 

 

６ 申込方法 

 (1) 事前協議申出書の提出 

  ① 受付期間 

平成 30 年 月 日（ ）から平成 30 年 月 日（ ）まで（土・日・祝日は除きます） 

午前 9時から午後 4時まで（時間厳守） 

※郵送による書類の受付はしませんので、予め電話予約の上来庁願います。 
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  ② 提出書類 

   ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の募集に係る事前協議申出書（様式１） 

   イ 法人の概要（任意様式にて、所在地、規模、沿革、事業内容、運営実績等を記載してく

ださい。※パンフレット等があれば添付してください。） 

ウ 事業概要調書（様式５） 

エ 事業所の位置図、施設の配置図、平面図、給排水計画図など施設建設に関する図書 

 (2) 応募書類の提出 

本公募への応募を希望する事業者は、「応募申込に係る提出書類一覧」（12～13 ページ）を参

照の上、代表者が応募書類を提出してください。 

① 受付期間 

平成 30 年 月 日（ ）から平成 30 年 月 日（ ）まで（土・日・祝日は除きます） 

午前 9時から午後 4時まで（時間厳守） 

※郵送による書類の受付はしませんので、予め電話予約の上来庁願います。 

  ② 提出書類 

   提出書類に必要な様式類については、袖ケ浦市介護保険課ホームページよりダウンロード

してください。 

   ※添付書類については、原本の写しで差し支えありません。 

③ 提出場所及び問合せ先 

事前協議申出書並びに応募申込書の提出場所及び問い合わせ先は次のとおりです。 

＜提出場所及び問い合わせ先＞ 

袖ケ浦市福祉部介護保険課管理班 担当 四宮、北島 

住所 袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電話 0438（62）3158 

ＦＡＸ 0438（62）3165 

Ｅメール sode73@city.sodegaura.chiba.jp 

④ 提出部数：20 部（正本 1部、副本（コピー可）19 部） 

 ※副本については、正本の写しで差し支えありませんが、「事業所（予定地）の写真」のみ

フルカラーの写しを副本に添付してください。 

⑤ 作成上の注意 

・直接持参し、提出してください。郵送・宅配業者等での提出方法は、受付けません。 

・提出書類不備・不足の場合、審査の対象から除外となりますので、注意してください。 
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・提出書類は、特段の定めがない限り、原則として日本工業規格Ａ４型で作成してくださ

い。 

・提出書類の体裁は、次のように整えてください。 

○全体の目次及びページをつけ、ページごとに右肩に項目名を標記する。 

○項目ごとに文字表記のインデックスをつける。（番号のみ可） 

○全体をバインダー等で綴り、表紙に、「平成 30 年度定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業応募申込書」、正本又は副本の区分、整備事業者名の見出しを付け、背表紙には

「平成 30 年度定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書」、整備事業者名の

見出しを付けてください。 

○提出書類はＡ４サイズに統一し、図面でＡ３サイズのものはＡ４サイズ折りしてくだ

さい。 

バインダー等に、次のとおり見出しをつけてください 

➊平成 30年度定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書 

➋事業者名 

➌正本又は副本の区分 

➍平成 30年度定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書 

 

 

インデックス 背表紙 表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類に応じた 

インデックスを付けること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦書き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横書き 

➍ 

➋ 

➊ 

➋ 

➌ 
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７ 応募に当たっての留意点 

(1) 応募者は、応募書類の提出をもって、応募条件等の公募内容を承諾したものとみなします。 

(2) 平成 30 年 月 日（ ）の締切日以降、事業者の都合による計画の変更や書類の差し替え

は原則として認めません。市が必要と判断した場合は、追加資料を求める場合があります。

この事を踏まえて、提出日及び提出時間を考慮してください。 

(3) 応募に必要な書類に不足・不備等がある場合は、受付することが出来ませんので、受付期

間最終日の提出は、極力避けてください。 

(4) 事業計画の中止や選考されなかったことによる一切の損害等について、袖ケ浦市は責任を

負いません。  

(5) 今回の応募に当たって提出した提案内容について、事業候補者として選定された後に変更

することは原則として認めませんので、計画内容を十分精査のうえ応募してください。 

(6) 書類の作成その他応募に必要な一切の費用は応募事業者の負担とします。 

(7) 提出された書類は添付資料等も含め、原則として返却しません。また、袖ケ浦市情報公開

条例の規定により、情報公開の対象となる可能性があります。  

(8) 他の応募者の計画の内容に関しての問い合せについては、直接又は間接の如何を問わず、

一切応じません。 

(9) 代表者、管理者、計画作成担当者、介護支援専門員等の要件を確認し、開設までに必須研

修を修了した職員を配置できるようスケジュールに注意してください。 

(10) 市長は、選考された法人又は事業者において、この公募要項に記載する事項について、重

大な違背行為があったと認める時は、決定について取り消すことができるものとします。な

お、取り消した場合には、次点の事業者を繰り上げて決定することがあります。 

(11) 応募受付後に辞退する場合は、応募辞退届（様式 9）を提出してください。 

(12) 事業候補者の決定は、介護保険法上の指定を確約したものではありません。 

(13) 福祉部、担当課、その他関連する部署へのご挨拶は一切お断りします。 
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８ 禁止事項・欠格事項 

(1) 次の各号のいずれかに該当する場合は、応募を無効とします。  

① 審査の結果、法人に応募資格がないと認めた場合。  

② 袖ケ浦市介護保険運営協議会の審査前に、協議会の委員に対し、直接、間接を問わず連

絡を求め、又は接触したことが明らかになった場合。 

③ 虚偽又は不正等による申請が明らかになった場合、提案内容・事業運営に関し法令違反

が明らかになった場合。  

④ 本市が必要に応じ提出を求めた書類等の提出を正当な理由なく拒んだ場合。 

(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業候補者としての選考を取り消します。  

① 事業開設に係る関係省令等に抵触するなど、明らかに整備が不可能であると市が判断し

た場合。  

② 本公募要項の要件に適合しない変更等を、市の承諾なく行った場合。  

③ 市民の疑惑や不審を招くような行為をしたと市が認める場合。 
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９ 質問及び回答 

(1) 受付期間及び受付方法 

本募集要項等に関して質問がある場合は、平成 30 年 月 日（ ）から平成 30 年 月 日

（ ）午後 4時までにＦＡＸ又はＥメールにより受付けます。これ以外の方法(電話、口頭等)

での質問は受付けません。 

(2) 質問票の記載について 

① 質問票（様式 10）に要旨を簡潔にまとめ、質問票１枚に１件の質問としてください。 

② 質問票到着後、質問の内容に関し確認させていただく場合がありますので、質問票の控

えを保管しておいてください。 

＜送付先＞ 

袖ケ浦市福祉部介護保険課管理班 担当 四宮、北島 宛て 

ＦＡＸ 0438（62）3165 

Ｅメール sode73@city.sodegaura.chiba.jp 

(3) 質問に対する回答 

受付期間中に受付けた質問については回答書を作成し、平成 30 年 月 日（ ）までに、

袖ケ浦市介護保険課ホームページに掲載いたします。 

 

10 選定方法 

(1) 運営事業者の決定方法 

① 運営事業者の決定は、「袖ケ浦市介護保険運営協議会」で審査選考し、同運営協議会の意

見等を踏まえて、市長が決定します。 

② 審査は、書類審査、現場調査、事業者のプレゼンテーション（提案）及びヒアリング（質

疑・応答）により行い、総合的に評価・審査します。 

プレゼンテーション及びヒアリングは、本事業に関する考え方や特色などについて、プ

レゼンテーションしていただいた後に、その内容についてヒアリングを行います。 

このプレゼンテーションは、応募申込時に提出していただいた書類を資料とし、口頭に

よる説明を基本としますが、当日会場で必要に応じて簡単な書類等を配布することは可能

です。 
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(2) 審査の項目 

次に掲げる選定基準等に照らし、総合的に審査します。 

① 運営理念及び基本方針【満点２０点】 

・本公募に応募した理由 

本公募に応募した理由、動機などについて望ましいものと認められるか。 

・地域密着型サービス提供にあたっての理念･基本方針 

地域密着型サービスに必要な法令・制度の目的を理解し、適切なサービスの提供を期

待できるか。 

・サービスの質の向上に対する考え方・取組み 

利用者の立場に立った質の高いサービスを提供するための基本的な考え方や具体的な

取り組みは期待できるか。 

・利用者に対する考え方・取組み 

利用者の心身の状況等の把握、利用者・家族のプライバシー等の個人情報管理に対す

る取組み、身体拘束・虐待防止に対する取組み、苦情・相談体制などについて、基本的

な考え方や具体的な取組みは期待できるか。 

② 事業内容の具体性【満点２０点】 

・事業計画書に基づいた具体的な事業スケジュール 

事業スケジュールに必要な手続きが盛り込まれ、適正なスケジュールと認められるか。 

・事業所の確保状況及び立地状況 

事業所の確保（所有又は賃貸）が確実に見込まれるか。事業所から利用者宅への訪問

に係る時間が適切であるか。 

・事業に必要な機器等確保状況 

利用者情報等を蓄積する機器、利用者からの通報を受ける通信機器等が、適切に備え

られているか。 

③ 財源の確保・採算性についての考え方【満点１０点】 

・事業所整備の資金計画及び資金の確保は認められるか。 

・事業の計画に基づいた収支計画は安定かつ継続的な運営が見込めるか。 
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④ 安全･安心への対策【満点１０点】 

・緊急時、事故発生時及び非常災害時における対策が図られていることが認められるか。 

・衛生管理対策が図られていることが認められるか。 

⑤ 人材の確保･育成への対策【満点１０点】 

 ・人材確保に対する取組みは期待できるか。 

 ・職員の育成・接遇に関する取組みは期待できるか。 

⑥ 地域住民の理解・支援の状況【満点１０点】 

・事業所予定地に隣接する土地の地権者の同意を得ていると認められるか。 

・ 事業所予定地の周辺の地元区・自治会や地域の住民に対して計画の説明を行っているか。 

⑦ 地域等との連携【満点２０点】 

 ・地域との連携の考え方と取組みは期待できるか。 

 ・介護・医療連携推進会議の設置に対する取組みは期待できるか。 

・協力医療機関、他の高齢者施設等との連携体制が図られていることが認められるか。 

・介護と看護の連携体制が図られていることが認められるか。 

(3) 採点方法 

満点は１００点です。 

袖ケ浦市介護保険運営協議会委員１人１人による採点を行います。 

なお、採点の結果、合計点数が、「出席委員数×１００点（満点）×６０％」に満たない場

合は、提案事業者が１者であったとしても、選定事業者なしとします。 

(4) 審査結果の通知 

すべての応募事業者に文書で通知します。選考経過についての電話・文書等による問合せ

には応じないものとします。 

＜注意＞ この決定は、指定を確定したものではありません。事業所の指定には、事業所開

設前に指定申請書の提出が必要であり、指定事務に係る審査において、指定基準・

運営基準等に該当しない場合は、指定をしません。 

(5) 審査結果の公表 

決定した運営事業者名及び事業の内容は、市のホームページで公表します。（応募者の申請

内容については、公表いたしません。） 
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11 補助金について 

施設整備に係る補助金には、千葉県の「介護施設等整備事業交付金」を財源として、市が交

付する介護施設等整備事業補助金があります。ただし、この補助金は、県予算の範囲内で優先

順位の高い整備計画から順に採択されるため、県で不採択となった場合交付できません。 

なお、袖ケ浦市では、これらの補助金の採択、不採択に関わらず、市単独補助は行いません

ので、補助を希望する事業者につきましては資金計画の策定にあたりご承知おきください。 

〈参考〉 

下記の補助金の単価は、平成 29 年度の単価です。 

◎地域密着型サービス等整備事業交付金 

施設の種類 補助単価 対象経費 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

１施設につき 

5,670 千円 

特別養護老人ホーム等の整備（施設の整備と一

体的に整備されるものであって、知事が必要と認

めた整備を含む。）に必要な工事費又は工事請負費

及び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務

に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その

額は、工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する

額を限度額とする。）。 

ただし、別の負担（補助）金等において別途補

助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費

には、これと同等と認められる委託費及び分担金

及び適当と認められる購入費等を含む。 

※対象経費が補助単価に満たない場合は、対象経費の額となります。 

◎介護施設等の施設開設準備経費等支援事業交付金 

施設の種類 補助単価 対象経費 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

１施設につき 

10,300 千円 

特別養護老人ホーム等の円滑な開設又は増床の

際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入

費（備品設置に伴う工事請負費を含む）、報酬、給

料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、

委託料又は工事請負費。 

※対象経費が補助単価に満たない場合は、対象経費の額となります。 

※経費算定の対象期間は、当該施設開設前の６ヶ月間が上限となります。 
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12 公募申込に係る提出書類一覧 

 提出書類の内容等 様式等 

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書 様式 2 

2 応募に係る誓約書 様式 3 

3 
定款（写し） 

・最新のもの 
任意様式 

4 
法人登記の履歴事項全部証明書 

・応募申込日前３ヶ月以内に発行された最新のもの 
－ 

5 法人事業概要（パンフレット等） 任意様式 

6 

当該申請に係る資産の状況 

・直近２年分の決算書類（収支予算書、賃借対照表、損益計算書、財産目録） 

・賃貸借契約書(賃借物件の場合のみ) 

任意様式 

7 役員名簿 様式 4 

8 事業概要調書 様式 5 

9 開設提案書 様式 6 

10 管理（予定）者経歴書 様式 7 

11 オペレーター（予定者）経歴書 様式 8 

12 

開設までのスケジュール 

・開設までに必要な手続き、資金調達、設計、工事、人員等に係る日程等を

時系列に記載したもの 

任意様式 

13 

事業所（予定地）の写真 

・事業所（予定地）の状況（現況、排水先、接続する道路等）がわかるもの 

・外観及び内部の現況写真（既設のみ） 

－ 

14 

事業所の案内図・配置図・平面図等 

①案内図（縮尺 1/10,000 程度） 

②配置図 

③平面図 

④その他：実施地域（予定）を記載した図面 

－ 

15 
土地、建物に関する権利関係が確認できる書類 

・登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等 
－ 

16 
検査済証の写し 

・建築基準法及び消防法上の検査済証の写し（既設のみ） 
－ 

17 

事業所建設予定地事前協議内容報告書 

・協議事項ごとに関係機関からの指摘事項、指摘事項に対する対応策、スケ

ジュールを記載し、必要があれば添付書類を添付してください。 

様式 9 

18 
職員の研修計画書 

・職員に対してどのような研修を実施するのか具体的に記載したもの 
任意様式 
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19 

事業計画書 

・事業計画書(事業開始から３年間の利用者の見込み) 

※当初から 100％の稼働率を目指すのではなく、職員の習熟度などを勘案

し、計画的な利用者数見込みとしてください。 

任意様式 

20 

資金計画書 

・資金需要(事業費、借入金返済、運転資金等) 

・資金調達(自己資金、借入金等) 

・借入金返済計画 

任意様式 

21 

収支予算書 

・事業開始から３年間の収支見込(介護報酬等は現行制度によります。) 

※当該赤字の場合は黒字に転換するまで作成してください。 

任意様式 

22 
その他の必要な書類 

・現在運営している施設等のパンフレット 
－ 

23 原本証明書 様式 10 

 提出書類は、原則としてＡ４サイズで作成してください。（図面についてはＡ３サイズ可） 

 

13 その他の書類一覧 

 提出書類の内容等 様式等 

1 応募辞退届 様式 11 

2 質問票 様式 12 
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※ 別表 

●日常生活圏域の区分 

圏域名 住     所 

昭和地区 
坂戸市場、奈良輪、奈良輪１丁目～２丁目、福王台１丁目～４丁目、 

神納、神納１丁目～２丁目、南袖 

長浦地区 

今井、今井１丁目～３丁目、蔵波、蔵波台１丁目～７丁目、長浦、 

長浦駅前１丁目～８丁目、久保田、久保田１丁目～２丁目、代宿、久保田代宿

入会地、椎の森、北袖、中袖 

根形地区 飯富、下新田、三ツ作、大曽根、野田、勝、のぞみ野 

平岡地区 
永地、下泉、高谷、三箇、三箇錯綜、川原井、林、野里、上泉、 

永吉、岩井 

中川・富岡地区 

百目木、百目木錯綜、横田、大鳥居、三黒、谷中、真理錯綜、 

下内橋錯綜、戸国飛地、下根岸、阿部、堂谷、打越、大竹、滝の口、 

吉野田、玉野、上宮田、下宮田 
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＜図 袖ケ浦市の日常生活圏域＞ 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の募集に係る事前協議申出書 

 

 

平成  年  月  日 

 （あて先） 

 袖ケ浦市長  

 

 

                 （申請者） 

                  所在地 

                  法人名               ㊞ 

                  代表者名 
 
 

次のとおり、平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対 
応型訪問介護看護事業）の募集に係る事前協議を申し出ます。 

 

サービスの種類 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

事業所の名称 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 

（名称又は仮称） 
（名称・仮称） 

併設事業所の有無 

及び種類 
□ 有 種類： 

□ 無  

開設予定年月日 平成  年  月  日 

提出書類 

①法人の概要（任意様式にて、所在地、規模、沿革、事業内容、運営

実績等。パンフレット等があれば添付してください。） 

②事業概要調書（様式５） 

③事業所の位置図、施設の配置図、平面図、給排水計画図など施設 

建設に関する図書 

 

連絡先 

法人名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 

所在地 
〒 

担当者名 
 

電話番号 
 

ＦＡＸ番号 
 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

 



様式 2 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書 

 

平成  年  月  日 

 

 （あて先） 

袖ケ浦市長 

 

 

法人所在地 

法人名 

代表者氏名 ㊞ 

電話番号 

 

平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業）の公募について、別紙関係書類を添えて応募いたします。 

 

記 

１ 添付書類 別紙のとおり 

 

２ 提出部数 正本１部、副本（写し）１９部 

 

３ 連絡先等 

担当者 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  所属  

氏名  役職  

連絡先 

住所  

電話  

ＦＡＸ  

E-Mail  

 



様式 3 

 

応募に係る誓約書 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先） 

袖ケ浦市長 

 

 

法人所在地 

法人名 

代表者氏名 ㊞ 

 

 

平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業）の応募に際して、下記の事項に関し、事実と相違ないことを誓約し、

相違があった場合には市による選定の取り消しを受けても異議申し立ては行いませ

ん。 

 

記 

１ 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 78 条の 2 第 4 項各号に該当しない者で

あること。 

２ 誓約日において、法人及び代表者が袖ケ浦市税を滞納していないこと。 

３ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てをしていな

い者であること。 

４ 法人の役員（就任予定者含む）等が、袖ケ浦市暴力団排除条例（平成 24 年条例

第 1 号）第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等でないこと。 



様式 4 

 

役員名簿 

 

法人名 
 

役職 
ふりがな 

氏  名 
年齢 

現在の職業 

(勤務先) 

    

    

    

    

    

    

※当該法人の役員及び事業所を管理する者について記入してください。 



様式 5 

 

事業概要調書 

※ 事業概要調書の枠については、必要に応じて伸縮してください。行間、文字数、余白等は自由に

変更してかまいません。 

 

１ 開設予定法人 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

法人名  

代表者名等 職名  

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

設立年月 年    月設立 

法人所在地 
（〒   －    ） 

 

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

法人の沿革  

主な業務内容  

 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

名称  

事業所 

設置場所 袖ケ浦市 

面積 ㎡ 

建物 

権利形態 

1 自己所有 

2 今後取得予定 

3 借家（予定含む） 

［契約期間  年  月  日～  年  月  日（  年間）］ 

  



様式 5 

 

最長 

到着時間 

通報を受けてから担当地域内の利用者宅までの最長到着時間      分 

※ 「利用者宅」は、事業所からの直線距離で最も遠い地点を想定してください。 

※ 移動手段は問いません。 

迅速に訪問

するための

対策 

※ 地域の交通事情等を踏まえて講ずる対策等を記入してください。 

  

併設施設等  

 

３ 事業概要 

事業開始予定 

年月日 
平成   年   月   日 

事業所の形態 

1 一体型      2 連携型 

上記事業所形態を選択した理由 

 

連携する訪問看護事業所 ※連携型のみ記入 

事業所名 事業所番号 所在地 連携に係る契約 

   
1 契約済み 

2 契約予定 

   
1 契約済み 

2 契約予定 

   
1 契約済み 

2 契約予定 

利用予定者数           人 

随時対応サービス、定期巡回サービス、随時訪問サービスを他の事業所への一部委託の有無 

（有の場合は、委託するサービス種類と委託先事業所名及び所在地） 

 

利用者宅の合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

 

  



様式 5 

 

管理者 

（予定者） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

（当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、又は同一敷地内事業所で兼務

する他の職種）※兼務の場合のみ記入 

 

従業者の 

職種・員数 オペレーター 
訪問介護員等 看護職員 

(一体型のみ) 

うち計画作成

責任者 定期巡回ｻｰﾋﾞｽ 随時訪問ｻｰﾋﾞｽ 

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 

 常勤:人           

 非常勤:人           

 

①オペレーター 

資格 

医師 人 看護師 人 准看護師 人 

保健師 人 社会福祉士 人 介護福祉士 人 

ケアマネジャー 人 経験のあるサービス提供責任者 人 

②訪問介護員等 

資格 

介護福祉士 人 訪問介護員 １級 人 ２級 人 

その他（                             ） 人 

上記以外に、訪問介護事業所への業務委託で確保する訪問介護員等の数 人 

③計画作成責任者 

資格 

医師 人 看護師 人 准看護師 人 

保健師 人 社会福祉士 人 介護福祉士 人 

ケアマネジャー 人     

 

  



様式 5 

 

４ 利用者状況を蓄積する機器等及び利用者からの通報を受ける通信機器等の概要 

利用者状況を蓄積する機器等の概要（機器を設置しない場合には、それに替わる体制等の概要） 

 

利用者からの通報を受ける通信機器等の概要 

 

※ 必要に応じて、概要図、パンフレット、写真等を添付してください。 

 

５ 介護・医療連携推進会議の概要 

設置見込み時期 平成   年   月 

構成員（予定） 

内
訳 

分野 人数 状況 

利用者又は利用者の家族 名  

地域住民の代表者 名 周辺地元区、自治会等の役員等 

地域の医療関係者 名  

当該サービスに知見を 

有する者 
名 

学識経験者、民生委員、地区社会福祉協議会役員、

シニアクラブ役員、他法人事業所施設等管理者、高

齢者福祉施設等ボランティア、その他高齢者福祉や

認知症ケアに携わっている者 

市の職員又は 

地域包括支援センター職員 
名 

市の職員、地域包括支援センター職員の両方の選定

も可能 

 

  



様式 5 

 

６ 連携する医療機関一覧 

※ サービス提供に当たり、指導・助言を得られる医療機関がある場合に、その内容を記入してくだ

さい。 

1 

医療機関名  所在地  

主な診療科目  協定等の有無 1 有   2 無 

具体的な 

連携内容 
 

2 

医療機関名  所在地  

主な診療科目  協定等の有無 1 有   2 無 

具体的な 

連携内容 
 

3 

医療機関名  所在地  

主な診療科目  協定等の有無 1 有   2 無 

具体的な 

連携内容 
 

4 

医療機関名  所在地  

主な診療科目  協定等の有無 1 有   2 無 

具体的な 

連携内容 
 

 

７ 補助金申請 

千葉県の「介護施設等整備事業交付金」に関する意向確認です。 

介護施設等整備事業交付金 １ 申請します ２ 申請しません 

補助金採択されなかった場合 １ 補助なしで開設 ２ 開設辞退 

※ この交付金は、千葉県の予算の範囲内で優先順位の高い整備計画から順に採択されるため、必ず

しも採択されるものではありません。 



様式 6 

1 

 

開設提案書 

 

法人名  

 

１ 運営理念及び基本方針 

（1）本公募に応募した理由 

 

（2）地域密着型サービス提供にあたっての理念・基本方針 

【概要】 

【詳論】 



様式 6 

2 

 

（3）サービスの質の向上に対する考え方・取組み 

【概要】 

【詳論】 

（4）利用者に対する考え方・取組み 

 （利用者の心身の状況等の把握、利用者・家族のプライバシー等の個人情報管理に対する取組み、

身体拘束・虐待防止に対する取組み、苦情、相談体制などについて） 

【概要】 

【詳論】 

 



様式 6 

3 

 

２ 事業内容の具体性 

（1）事業計画書に基づいた具体的な事業スケジュール 

（2）事業所の確保状況及び立地状況 

（3）事業に必要な機器等確保状況 

３ 財源の確保・採算性についての考え方 

(1) 資金計画書に基づいた財源の確保について 

(2) 採算性について 



様式 6 

4 

 

４ 安全・安心への対策 

(1) 緊急時、事故発生時及び非常災害時について 

【概要】 

【詳論】 

(2) 衛生管理対策について 

【概要】 

【詳論】 



様式 6 

5 

 

５ 人材の確保・育成への対策 

(1) 人材確保に対する取組み 

【概要】 

【詳論】 

(2) 職員の育成・接遇に関する取組み 

【概要】 

【詳論】 



様式 6 
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６ 地域住民の理解・支援の状況 

(1) 隣接する土地の地権者の同意 

 

(2) 周辺地元区、自治会や住民への説明 

７ 地域等との連携 

(1) 地域との連携の考え方と取組み 

(2) 介護・医療連携推進会議の設置に対する取組み 

(3) 協力医療機関、他の高齢者施設等との連携体制 

(4) 介護と看護の連携体制 

(注)１ 開設提案書の様式は、Ａ４縦版横書きとして記入すること。様式が同じであれば、こ

の用紙による必要もなく、ページ数の制限もしない。 

(注)２ 参考資料の添付は可。ただし、必ず開設提案書の該当項目に内容を記入したうえで、

「別添○」及び書類名を明記すること。 
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管理（予定）者経歴書 

 

平成   年   月   日現在 

氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 男 

・ 

女 

生年月日 
年  月  日 

（   歳）  

住所 

(郵便番号     －    ) 

 

電話番号  

取得資格等 

取得年月日 資格名等 

   年   月   日  

   年   月   日  

   年   月   日  

   年   月   日  

   年   月   日  

   年   月   日  

主な職歴等 

期間 勤務先等 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

備考（研修等の受講の状況等） 

※ 住所・電話番号は、自宅のものを記入してください。 



様式 8 

 

オペレーター（予定者）経歴書 

 

1 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  資格 訪問介護員、看護職員との兼務の有無 

氏名   
1 有（兼務職種：      ） 

2 無 

オペレーター業務に係る主な経歴 

期間 勤務先等 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

2 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  資格 訪問介護員、看護職員との兼務の有無 

氏名   
1 有（兼務職種：      ） 

2 無 

オペレーター業務に係る主な経歴 

期間 勤務先等 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

3 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  資格 訪問介護員、看護職員との兼務の有無 

氏名   
1 有（兼務職種：      ） 

2 無 

オペレーター業務に係る主な経歴 

期間 勤務先等 職務内容 

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

年  月～  年  月   

 

※ 欄が不足する場合は、適宜追加してください。 
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事業所建設予定地事前協議内容報告書 
 

法人所在地 

法人名 

代表者氏名 ㊞ 

 

平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業）の応募に際し、次のとおり関係機関との協議を実施しました。 

協議 

日時 

平成  年  月  日 
関係機関 

及び課等名称 
 

 ：  ～   ： 担当者名・電話            （℡） 

協議 

事項 
 

指摘事項【全て記載すること。】 

指摘事項への対応策【上記指摘事項に対して、それぞれ具体的な対応策を記載すること】 

※ 関係機関との協議の状況について、各種法令等の適用状況及び指導の概要などを協議事項ごとに作

成してください。 

※ 添付資料は、箇条書きで明瞭に示し、記載した順番に添付すること。 
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原本証明書 

 

 

 

平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業）の応募に関する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業応募申込書に

添付した書類は、全て原本と相違ないことを証明します。 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

法人名 

 

 

代表者氏名                 ㊞ 
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応募辞退届 

 

平成  年  月  日 

 

（あて先） 

袖ケ浦市長 

 

 

法人所在地 

法人名 

代表者氏名 ㊞ 

電話番号 

 

 

平成３０年度袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者（定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業）の募集に係る応募を下記の理由により辞退しますので、届け出ます。 

 

記 

（辞退理由） 
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質問票 

 

袖ケ浦市 介護保険課 行 

送信日 平成   年   月   日（   ） 

送
信
元 

法人名  

担当者  

所在地  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

質問事項 

(内容は簡潔にお願

いします。) 

 

※1 質問は、ＦＡＸまたは電子メールにより平成 30 年 月 日( )午後 4 時まで受付けいたし

ます。 

※2 回答は、 月 日( )までに、介護保険課ホームページにて掲載いたします。個別に回答が

必要な項目に関しましては、電話にてご連絡いたします。 

 

袖ケ浦市福祉部介護保険課 管理班 担当 四宮、北島 

ＦＡＸ：０４３８（６２）３１６５ 

Ｅ－ｍａｉｌ sode73@city.sodegaura.chiba.jp 
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議題（３）袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する  

基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定

地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

１ 改正を行う市の条例 

 改正を予定する条例は、次のとおりです。 

 ①袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２５年条例第５号） 

 ②袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

事業者の指定に関する基準を定める条例（平成２５年条例第７号） 

 

２ 市の条例の改正内容及び考え方 

 それぞれの条例の改正については、国の基準の改正に沿った内容となります。 

 なお、改正に当たっての考え方については、次ページの表のとおりです。 

 

 

 

 

  

 

   

議題（３）資料 
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「①袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の改正に当たっての考え方 

条項 国の基準（改正内容） 
従／参 

（※） 
条例改正案 本市の考え方 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看

護 基本方針 

（条例第５条） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問介護

員等の資格要件が共生型サービスの開始に伴

い範囲が拡大することから、これを従前通りと

する。 

参 
→国の基準

どおり 当該国の基準の改正は、それぞれの介護サービスにおける訪問

介護員等の資格要件の範囲を従前通りとするためのものであり、

その内容は適正であると判断したことから、国の基準通り改正す

る。 

夜間対応型訪問

介護 

基本方針 

（条例第７条） 

・夜間対応型訪問介護の訪問介護員等の資格要件

が共生型サービスの開始に伴い範囲が拡大す

ることから、これを従前通りとする。 

参 
→国の基準

どおり 

複合型サービス 

基本方針 

（条例第１４条） 

・今回改正により、介護保険法施行規則の初出箇

所が変わることによる整理。 
参 

→国の基準

どおり 

介護保険法施行規則の初出箇所が変わったことに伴う形式的

な整理のため、国の基準通りとする。 

 

「②袖ケ浦市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条

例」の改正に当たっての考え方 

条項 国の基準（改正内容） 
従／参 

（※） 
条例改正案 本市の考え方 

申請者の資格 

（条例第３条） 

・看護小規模多機能型居宅介護の申請者の資格要

件を診療所を開設している者も認めることと

する。 

従 
→国の基準

どおり 

当該国の基準の改正は、看護小規模多機能型居宅介護の申請者

の資格要件に診療所を開設している者も認めたものであり、その

内容については、適正であると判断したことから、国の基準通り

改正する。 

 

※従／参 … 国の基準に「従うべき基準（「従」と表記）」か「参酌すべき基準（「参」と表記）」かを示しています。 

「従うべき基準」には必ず従い、「参酌すべき基準」については十分に参照して、市の基準を定める必要があります。 

 

◎条例の具体的な改正予定箇所は、次ページ以降の新旧対照表をご覧ください。  
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①袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針） （定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとす

る。 

２ 前項に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護においては、次の各号に掲げるサービスを提供するものとす

る。 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任

者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この項において同

じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者                                                         

                                                           

                                  をいう。以下この項において

同じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世

話 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

（夜間対応型訪問介護の基本方針） （夜間対応型訪問介護の基本方針） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護において

は、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下

この項において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ利用者の

心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者

からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型

訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する

政令で定める者（施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員

初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。）の訪問の要否等を判

断するサービス（以下「オペレーションセンターサービス」という。）

２ 前項に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護において

は、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下

この項において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ利用者の

心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者

からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型

訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する

政令で定める者                                               

                                     をいう。）の訪問の要否等を

判断するサービス（以下「オペレーションセンターサービス」という。）
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及びオペレーションセンター（オペレーションセンターサービスを行

うためのオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。

以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護

を提供するものとする。 

及びオペレーションセンター（オペレーションセンターサービスを行

うためのオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。

以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護

を提供するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（複合型サービスの基本方針） （複合型サービスの基本方針） 

第１４条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（施行規

則                                        第１７条の１２に規

定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。）の事業は、指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３７号）第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第９条に

規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うもので

なければならない。 

第１４条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１７条の１２に規定

する看護小規模多機能型居宅介護に限る。）の事業は、指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３７号）第５９条に規定する訪問看護の基本方針及び第９条に規

定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでな

ければならない。 

 

②袖ケ浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業の申請者の資格） 

（指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業の申請者の資格） 

第３条 法第７８条の２第４項第１号及び法第１１５条の１２第２項

第１号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所

を開設している者（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に

限る。）に係る指定の申請に限る。）とする。 

第３条 法第７８条の２第４項第１号及び法第１１５条の１２第２項

第１号の規定により条例で定める者は、法人である者              

                                                             

                                   とする。 

２ （略） ２ （略） 

 

 


